
京丹後市立病院医療未収金等債権回収業務委託に係るプロポーザル実施要領 

 

１ 目 的 

京丹後市立病院（市立弥栄病院、市立久美浜病院）の患者自己負担分の未収金債権に

係る回収業務を、債権回収について専門的な知識や手法・資格を有する事業者に委託す

ることにより、負担の公平性の確保及び未収金残高の縮減を図ることを目的とする。 

 

２ 概 要 

（１） 業務名 

京丹後市立病院医療未収金等債権回収業務 

（２） 業務内容 

診療費（患者負担分）等に係る未収金債権の管理及び回収業務 

詳細については、別添「京丹後市立病院医療未収金等債権回収業務委託仕様書」のと

おり 

（３） 業務期間 

  契約締結日（令和 8 年 3 月上旬を予定）から令和 10 年 9 月 30 日まで 

① 本契約は、京丹後市長期継続契約とする契約を定める条例の適用を受けるものである。 

② 京丹後市は、契約年度の翌年度以降において当該業務委託料に係る歳出予算の金額に

ついて減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。 

 

3 参加資格 

 以下の各号の全ての要件に該当する者とします。 

（１） 弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）第 4 条に規定する弁護士、又は同法第 30 条の 2

に規定する弁護士法人であること。 

（２） 令和 2 年度以降に、医療機関（一般病床 100 床以上）における患者負担金に係る未収

金回収業務の受託実績を有すること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 条）第 167 条の 4 の規定に該当しない者であ

ること。 

（４） 公告日以降契約締結日までに京丹後市の契約に係る入札参加資格停止等の措置要綱

に基づく入札参加資格停止の措置を受けているものでないこと。 

（５） 京丹後市の契約に係る暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けてい

るものでないこと。 

（６） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていないもの



であること。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。 

 

４ 資料配布 

（１） 配布資料 

① 京丹後市立病院医療未収金等債権回収業務委託に係るプロポーザル実施要領 

② 京丹後市立病院医療未収金等債権回収業務委託仕様書 

③ 参加表明書等様式 

④ 評価項目及び評価基準 

⑤ 業務委託実施予定手順 

（２） 配布方法 

京丹後市ホームページからのダウンロードを原則とします。 

（３） 配布期間 

  令和８年１月 13 日（火）～令和８年 2 月 3 日（火） 

 

５ 参加手続き 

（１） 参加表明書等 

① 提出方法：持参または郵送 

② 提出期限：令和８年 2 月 3 日（火）午後 5 時まで（必着） 

③ 提出場所：京丹後市立久美浜病院 管理課 

      住 所  〒629-3403 京都府京丹後市久美浜町 161 番地 

      電 話  （0772）82-1500 

      ＦＡＸ  （0772）82-1504 

      電子メール hosp-kumihama@city.kyotango.lg.jp 

④ 提出書類 

ア 参加表明書（様式第 1 号） 

イ 提案者概要（様式第 2 号） 

ウ 会社概要資料（パンフレット等既存資料）及び組織図 

エ 弁護士の資格を有することを証明する書類の写し 

オ 弁護士法人にあっては、履歴事項全部証明書の写し 

カ 決算状況がわかる書類 

キ 医療機関における患者負担金に係る未収金回収業務の受託実績がわかる資料 

  （契約ごとの受託件数、受託金額、回収件数・回収金額など） 

（２） 質問（様式第 3 号）及び回答 

① 提出方法：様式第 3 号による FAX または電子メール 



② 提出場所：上記（1）③ 

③ 提出期限：令和８年 2 月 3 日（火）午後 5 時まで（必着） 

④ 回答方法：参加表明書提出者からの質問をとりまとめの上、令和８年 2 月 5 日（木）

を目途に参加表明書提出者全員に FAX または電子メールで回答します。 

 

６ 企画提案 

（１） 企画提案等 

① 提出方法：持参または郵送 

② 提出場所：上記（1）③ 

③ 提出期限：令和８年２月 13 日（金）午後 5 時まで（必着） 

④ 提出書類： 

ア 企画提案書（様式第 4 号） 

イ 企画内容（原則Ａ4 版 50 ページ以内（任意様式）） 

 次に掲げる事項を含む内容で作成してください。 

ア） 業務の基本的な方針 

・基本的な取り組み姿勢 

・業務の特色 

・各市立病院との連携（連絡調整、各種報告）の考え方 

・請求を停止する案件の考え方 

イ） 管理執行体制及び業務の安定性・実績 

・業務執行体制 

・業務実施予定人数 

・責任者及び指揮命令系統 

・責任者の略歴及び実績 

ウ） 法令遵守及び個人情報保護対策 

・法令遵守及び個人情報保護に関する考え方 

・法令遵守及び個人情報保護対策のための体制、規定、研修等 

エ） 業務実施手法 

・未収金の回収依頼を受けてから各市立病院への回収金の入金、実績報告及び手

数料の支払いまでの業務の具体的な実施手法、体制、スケジュール等 

・居所不明の債権者の所在を調査する方法 

・債権者の置かれている状況を把握する方法 

・未収金回収業務を行う１債権者あたりの最小金額 

ウ 委託費見積書（様式第 5 号） 



消費税及び地方消費税抜きの率は整数とします。 

⑤ 提出部数：7 部（1 部を正本とし、6 部は複写で可） 

（２） 提案内容等に関する説明（プレゼンテーション）及び質疑 

   提案者による説明（20 分程度）及び審査会メンバーによる質疑を行う。 

① 日 時：令和８年２月 24 日（火）（予定） 

② 場 所：京丹後市立久美浜病院 会議室（予定） 

 ※具体的な日時、場所については、参加者に別途通知します。 

 

７ 最優秀提案者等の選考、決定及び通知の方法 

（１） 選考方法 

   選考は、「京丹後市立病院医療未収金等債権回収業務プロポーザル審査委員会」（以下

「委員会」という。）において行い、最優秀提案者及び優秀提案者を決定します。 

（２） 評価項目及び評価基準 

別添「評価項目及び評価基準」のとおり 

（３） 選考結果の通知 

① 選考結果は、令和８年２月２６日（木）を予定しており、参加者全員に対して書面で

通知します。 

② 本審査に関する意義には一切応じません。 

（４） 選考後の取り扱い 

最優秀提案者として選考された者と契約交渉を行います。ただし、契約交渉が不調と

なった場合は、優秀提案者と契約交渉を行います。 

なお、企画提案書等の内容そのままで契約締結することを保証するものではありませ

ん。 

 

8 その他 

（１） 書類作成において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨とします。 

（２） 留意事項 

① 提出書類の著作権は参加者に帰属します。 

② 提出書類は非公開とします。 

③ 提出書類は返却しません。 

④ 提出書類に虚偽を記載した場合には、提出された企画提案書を無効とするとともに、

虚偽を記載した者に対して入札参加停止の措置を行うことがあります。 

⑤ 原則として、書類提出後の記載内容の変更は認めません。 



⑥ 参加者が 1 者となった場合も、プレゼンテーションは実施します。 

 

（３） 参加に要する費用 

本プロポーザルに要する費用は、参加者の負担とします。 

（４） 市立病院概要 

病院名 弥栄病院 久美浜病院 備考 

許可病床数 199 床 170 床 R8.1.1 現在 

入院患者数 39,108 人 51,434 人 令和 6 年度 

外来患者数 82,999 人 81,605 人 令和 6 年度 

医業収益 2,962,473 千円 2,564,426 千円 令和 6 年度 

 

（５） 契約手続きについて 

   落札者は、落札決定通知を受けた日から、7 日以内に契約書を作成し、当該契約書を担

当部局（京丹後市立久美浜病院管理課）に提出すること。 

   なお、契約書（案）は本市が準備するものとする。 

 

 


